
  1 

 

 

令和２年度 

デジタル活⽤⽀援員推進事業 

地域実証事業 

成果報告書 

 

 

 
 

令和３年３⽉ 
 

佐賀デジタル活⽤推進協議会 
 

  



  2 

 



  1 

 

1. 実証地域概要 

1.1. 実証地域の範囲 

佐賀県佐賀市 

 

1.2. 実証地域の基礎情報 

佐賀県の県庁所在地。平成 17 年 10 ⽉ 1 ⽇に佐賀市、

諸富町、⼤和町、富⼠町及び三瀬村が合併して誕⽣。さ

らに平成 19 年 10 ⽉ 1 ⽇には、川副町、東与賀町及び久

保⽥町と合併し、⼈⼝ 237,506 ⼈（平成 22 年国勢調

査）、⾯積 431.84 平⽅キロメートルの市となる。 

（国勢調査による佐賀市の状況） 

⼈⼝︓ 236,029 ⼈（昭和 55 年） 

→ 236,372 ⼈（平成 27 年） 

⾼齢者（65 歳以上）割合︓ 10.5％（昭和 55 年） 

→ 25.7％（平成 27 年） 

世帯数︓ 68,849 世帯（昭和 55 年） 

→ 93,306 世帯（平成 27 年） 

 

（佐賀インターナショナルバルーンフェスタ） 
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2. 事業実施体制 

佐賀市では、特定⾮営利活動法⼈シニア情報⽣活アドバイザー佐賀（以下、

「ＳＩＡ」という。）が代表機関となって、佐賀市、佐賀県、佐賀新聞社、公益

財団法⼈佐賀県⼥性と⽣涯学習財団、公益財団法⼈佐賀県⻑寿社会振興財団、特定⾮営利活動

法⼈佐賀県ＣＳＯ推進機構及び公益財団法⼈佐賀未来創造基⾦とともに、佐賀デジタル活⽤推

進協議会を組織した。 

ＳＩＡは、ニューメディア開発協会の認定資格である「シニア情報⽣活アドバイザー」の資

格保有者により、情報化に遅れがちなシニア世代が、パソコンやインターネットを利⽤して、

より楽しくて活動的な⽣活が送れるようにサポートする団体である。同法⼈は、年間を通した

常設講座を 3 講座、スポット開催の講座を年 48 回（令和元年度実績）実施しており、代表機

関としての能⼒・経験とも⼗分である。 

事業の実施に当たり、佐賀市は相談会開催場所の提供及び広報を、佐賀県は業務全体の調整

及び進捗管理を、佐賀新聞社は広報を、シニア⽀援団体は活動に対する助⾔等を⾏った。佐賀

市をはじめ全構成員とも相互に協⼒し合い、本事業を遂⾏することができた。 

 

3. ⽀援員の確保（募集・研修等） 

3.1. ⽀援員の募集⽅法 

ＳＩＡの「シニア情報⽣活アドバイザー」認定資格保有者（32 名）が⽀援員となることを想

定し、本事業への参加を決定した。事業開始後は、チラシを作成して⼀般公募を⾏った。 
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（研修会チラシ） 
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3.2. ⽀援員の属性等 

「シニア情報⽣活アドバイザー」認定資格保有者 23 名（佐賀県内各市町在住、60 才以上、

男性 11 名、⼥性 12 名） 

 

3.3. ⽀援員向けの研修の概要 

「シニア情報⽣活アドバイザー」認定資格保有者だけでなく、⼀般応募者を含め、デジタル

活⽤⽀援員養成研修セミナーを９⽉ 28 ⽇に実施した（集合及びオンライン）。全国的にシニア

のＩＣＴ普及活動を実施されている第⼀⼈者の 3 ⼈の先⽣（若宮正⼦先⽣、三好みどり先⽣、

近藤則⼦先⽣）から、シニアへの指導⽅法など、⾼いレベルの指導をいただき、本事業に活か

すことができた。 

 

（研修会の状況） 
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4. 相談会の計画・運営 

4.1. 相談会の概要（内容・⽇時・会場・各回の定員・当⽇参加者数等） 

 

回数 内容 ⽇時 会場 定員 参加 

第１回 スマホで何ができるの︖ 
基本的な使い⽅ 

10/31 
13 時〜16 時 アバンセ※ 20 20 

第２回 便利なアプリの使い⽅ 
（LINE、マイナンバー等） 

11/7 
13 時〜16 時 アバンセ※ 20 22 

第３回 スマホの安全・安⼼な使い⽅ 
（キャシュレス決済等） 

11/14 
13 時〜16 時 アバンセ※ 20 22 

第４回 スマホの困った相談会 12/5 
10 時〜15:30 市⺠活動プラザ 20 22 

※アバンセ・・・佐賀県⽴男⼥共同参画センター・佐賀県⽴⽣涯学習センター 

 

4.2. 相談会の形式・⽅法 

第１回〜第３回は、全３回の学習会とし、協議会で準備した iPhone を使って、スマホの基本

的な使い⽅からＬＩＮＥ・マイナンバー・キャッシュレスまで、⼀通りの使い⽅を学習するこ

ととした。 

第４回は、iPhone に限らず、スマホ、タブレット、パソコンについて相談を受け付ける個別

対応の相談会とし、第１回〜第３回の学習会参加者以外にも質問者を募集し、１⼈当たり１時

間で相談を受け付けた。 

これら⼆つの⼿法により、全くの初⼼者からある程度使いこなせている⽅まで広く対応でき

たと考える。ただし、シニアの⽅に深く・正しく理解していただくためには、もっと多くの時

間、回数が必要であると感じる。 

 

4.3. 相談会の募集・広報の⽅法 

広報⽤チラシを作成し、 

・県・市の各種施設への配置 

・公⺠館及び構成団体の掲⽰板への掲⽰ 

・ゆめさが⼤学（⾼齢者⼤学）の学⽣への配布 

・佐賀新聞社による報道 

など、できる限り広範囲に広報が⾏きわたるように努めた。その結果、応募が殺到した。 
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（相談会チラシ 第１回〜第３回） 
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（相談会チラシ 第４回） 
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（新聞報道） 佐賀新聞 令和２年 10 ⽉ 29 ⽇ 
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（相談会テキスト） 

 
（⼀部抜粋） 
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（相談会の状況） 
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（アンケート結果） 
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（新聞報道） 佐賀新聞 令和３年３⽉４⽇ 
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5. 実証地域で継続的に活動していくための⽀援体制の検証 

5.1. 事業実施体制 

基本的には、ＳＩＡ主体の体制で活動していく。今回の事業に⼀定の評価をいただいた結果

だと思うが、来年度新たに佐賀市健康福祉課、佐賀県在宅⽣活サポートセンター、公益財団法

⼈佐賀県⼥性と⽣涯学習財団及び⿃栖市社会福祉協議会から、学習会開催に関する相談を受け

ている。 

 

5.2. 事業資⾦ 

相談会の有償化を⾏うと、応募する⼈は減少する。無償だからこそ⾜を運んでくれる。シニ

アのデジタルデバイドを解消するには、公的機関からの⽀援が⽋かせないと考えるため、佐賀

市をはじめ県内全市町、佐賀県、シニア⽀援団体等に事業の重要性を認識していただき、これ

らの団体とともに事業継続に努めたい。 

 

5.3. 令和３年度以降の事業計画 

４⽉〜 相談会開催に関する市町、公⺠館、シニア⽀援団体等との協議 

４⽉〜 ⽀援員の募集 

⽀援員の確保については、単発で募集するのではなく、通年で募集することとする。

広報については、公⺠館のほか、県・市の各種施設、構成団体の掲⽰板、マスコミへの

情報提供などを活⽤し、幅広い広報を実施する。 

４⽉〜 ⽀援員研修会（年 12 回） 

⼀般県⺠から⽀援員を確保する場合、その教育が難しい。シニアへのＩＣＴ教育を

⾏う団体の会員として、１年程度の活動経験が必要と思われる。また、各⽀援員のレ

ベルが近い⽅が、更なる⾼い研修を企画することができ、⾼いレベルの効果が期待さ

れる。 

４⽉〜 ＳＩＡ主催の講習会（年 54 回）・相談会（年 12 回） 

広報については、公⺠館のほか、県・市の各種施設、構成団体の掲⽰板、マスコミへ

の情報提供などを活⽤し、幅広い広報を実施する。 

また、講習会の企画から実施までについては、多くの⼈材が必要となるため、マニ

ュアルやノウハウを集積し、負担が少ない運営⼿法を確⽴していきたい。 

４⽉〜 市町、公⺠館、シニア⽀援団体等主催の講習会（年 60 回以上） 
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（次年度以降の計画） 
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6. 総括 

デジタル活⽤⽀援員事業の実施に当たり、「シニア情報⽣活アドバイザー」認定資格保有者に

よる⾼いレベルの⽀援員を確保した。 

相談会の広報は、公⺠館のほか、県・市の各種施設、構成団体の掲⽰板、佐賀新聞記事など

を活⽤し、幅広く⾏った。 

相談会の実施に当たり、メイン講師のほかにサブ講師を５⼈配置することで、⼀⼈⼀⼈に⼿

厚く⽀援した結果、誰⼀⼈脱落することなく、最後まで学習を楽しんでもらうことができた。 

相談会参加者からは、「楽しかった。遠⽅の孫にＬＩＮＥで連絡を取りたい。」という声をい

ただいた。⾃分で使うことが使いこなす近道なので、ＩＣＴを⾝近に感じてもらうことができ

たと実感した。また、受講前に「スマホは怖い」という認識を持つ⽅から「被害にあわないた

めの有益な講座でした」との回答があり、意識を変える効果的な講座ができたと実感した。 

しかし、事業を実施し、次の課題が明らかとなった。 

・⽀援員の通年募集 

・新たな⽀援員の教育（研修） 

・各種媒体を活⽤した広報 

・最新の動向に合わせたＩＣＴ機器の確保 

来年度以降は、ＳＩＡが中⼼となり、佐賀市及び佐賀県が⽀援することで事業を実施してい

くこととしているが、これらの課題を解決しながら、今後とも、デジタル活⽤⽀援員によるシ

ニアのＩＣＴリテラシー向上のために全⼒を尽くしていきたい。 
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（事業の成果） 

 
 


